
「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表
改訂前（2011年 5月 16日付） 改訂後（2011年 10月 3日付）

第 12条（最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24ヵ月後の
月末までを最低利用期間として提供される

ものとします。

第 12条（最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24ヵ月後の
月末までを最低利用期間として提供される

ものとします。ただし、最低利用期間の最終

月に解約した場合、解除料は免除するものと

します。

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表
改訂前（2011年 5月 16日付） 改訂後（2011年 10月 3日付）

第 12条（最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24ヵ月後の
月末までを最低利用期間として提供される

ものとします。

第 12条（最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24ヵ月後の
月末までを最低利用期間として提供される

ものとします。ただし、最低利用期間の最終

月に解約した場合、解除料は免除するものと

します。


